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整
備
局
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摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
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二
課
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○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
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基
づ
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変
更
の
届
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（
二

件
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産
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工
部
地
域
産
業
振
興
課
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
（
仮
称
）
新
ご
み
焼
却
施
設
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
環

境
影
響
評
価
書
及
び
そ
の
概
要
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
条
例
第
五

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
小
平
・
村
山
・
大
和
衛
生
組
合

管
理
者

小
林

正
則

小
平
市
中
島
町
二
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

（
仮
称
）
新
ご
み
焼
却
施
設
整
備
事
業

廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置

三

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
小
平
市
中
島
町
二
番
一
号
に
位
置
す
る
既
存
の

ご
み
焼
却
施
設
及
び
粗
大
ご
み
処
理
施
設
を
撤
去
し
て
、
新
し
い

ご
み
焼
却
施
設
の
建
設
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

四

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
の
概
要

事
業
者
は
、
大
気
汚
染
、
悪
臭
、
騒
音
・
振
動
、
土
壌
汚
染
、

地
盤
、
水
循
環
、
生
物
・
生
態
系
、
日
影
、
電
波
障
害
、
景
観
、

自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場
、
廃
棄
物
及
び
温
室
効
果
ガ
ス
に

つ
い
て
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
論
は
別
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

五

評
価
書
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
二
年
五
月
十
一
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、

日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

小
平
市
環
境
部
資
源
循
環
課

小
平
市
小
川
東
町
五
丁
目
十
九
番
十
号

小
平
市
リ
サ
イ

ク
ル
セ
ン
タ
ー
内

イ

東
大
和
市
環
境
部
環
境
課

東
大
和
市
中
央
三
丁
目
九
百
三
十
番
地

ウ

武
蔵
村
山
市
協
働
推
進
部
環
境
課

武
蔵
村
山
市
本
町
一
丁
目
一
番
地
の
一

エ

立
川
市
環
境
下
水
道
部
環
境
対
策
課

立
川
市
泉
町
千
百
五
十
六
番
地
の
九

オ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

カ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階
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告

示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
二
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
、
多
摩
六
都
科
学
館
を
博
物
館
に
相
当
す
る
施
設

と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
五
月
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

一

設
置
者
の
名
称
及
び
住
所

多
摩
六
都
科
学
館
組
合

西
東
京
市
芝
久
保
町
五
丁
目
十
番

六
十
四
号

二

施
設
の
名
称

多
摩
六
都
科
学
館

三

施
設
の
所
在
地

西
東
京
市
芝
久
保
町
五
丁
目
十
番

六
十
四
号

四

指
定
年
月
日

令
和
二
年
五
月
十
一
日

五

指
定
番
号

第
六
十
五
号

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
二
年
五
月
十
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

東
村
山
市
萩
山
町
一
丁
目
三
十
八

番
二
十
七
及
び
同
番
三
十
九

立
川
市
幸
町
一
丁
目
二
十
一
番

地
一

株
式
会
社
ア
ス
テ
ィ
ー
ク
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代
表
取
締
役

宮
谷

祐
介

三
鷹
市
中
原
三
丁
目
二
百
十
番
二
、

五
百
八
十
一
番
十
、
五
百
八
十
二

番
三
及
び
五
百
九
十
七
番
二

小
平
市
鈴
木
町
一
丁
目
四
百
七

十
二
番
地
四
十

誠
賀
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
賀
美

誠

府
中
市
南
町
一
丁
目
二
十
五
番
三
、

同
番
二
十
三
及
び
同
番
二
十
四

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

西
野

弘

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
二
年
五
月
十
一
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
五
月
十
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ス
ー
パ
ー
ビ
バ
ホ
ー
ム
東
久
留
米
店

二

店
舗
所
在
地

東
久
留
米
市
上
の
原
二
丁
目
二
番
地
ほ

か

三

設
置
者
名

三
井
住
友
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
＆
リ
ー
ス
株

式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
二
号

五

変
更
前
の
店
舗
名

（
仮
称
）
ス
ー
パ
ー
ビ
バ
ホ
ー
ム
東
久

留
米
店

六

変
更
後
の
店
舗
名

ス
ー
パ
ー
ビ
バ
ホ
ー
ム
東
久
留
米
店

七

変
更
前
の
店
舗
所
在

地

東
久
留
米
市
上
の
原
一
丁
目
三
百
三
十

三
番
二
ほ
か

八

変
更
後
の
店
舗
所
在

地

東
久
留
米
市
上
の
原
二
丁
目
二
番
地
ほ

か

九

変
更
日

平
成
三
十
一
年
二
月
十
六
日
ほ
か

十

届
出
日

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

十
一

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
二

縦
覧
期
間

令
和
二
年
五
月
十
一
日
か
ら
同
年
九
月

十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
三

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

西
友
久
米
川
店

二

店
舗
所
在
地

東
村
山
市
栄
町
二
丁
目
三
番
地
十
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
野
澤
綜
合
本
社

四

設
置
者
住
所

東
村
山
市
本
町
二
丁
目
四
番
地
二
十
八

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

野
澤

正
稔

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

野
澤

律
夫

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

合
同
会
社
西
友

称

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ヘ
イ
ズ
・
デ
イ
カ
ス

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

リ
オ
ネ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ジ
ェ
イ
・

デ
ス
ク
リ
ー
・
ド
ゥ
・
マ
レ
ド
ス
ー

十

変
更
日

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
二
年
三
月
二
十
五
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
二
年
五
月
十
一
日
か
ら
同
年
九
月

十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
二
年
五
月
十
一
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
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）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
五
月
十
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

西
友
久
米
川
店

二

店
舗
所
在
地

東
村
山
市
栄
町
二
丁
目
三
番
地
十
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
野
澤
綜
合
本
社

四

設
置
者
住
所

東
村
山
市
本
町
二
丁
目
四
番
地
二
十
八

五

変
更
前
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

隔
地
ほ
か

二
十
二
台

六

変
更
後
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

隔
地
ほ
か

八
台

七

変
更
前
の
駐
輪
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

隔
地

二
百
六
十
台

八

変
更
後
の
駐
輪
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
西
側

四
十
八
台

九

変
更
前
の
廃
棄
物
等

の
保
管
施
設
の
位
置

及
び
容
量

店
舗
内

三
三
・
六
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

十

変
更
後
の
廃
棄
物
等

の
保
管
施
設
の
位
置

及
び
容
量

店
舗
内

十
四
・
四
八
立
方
メ
ー
ト
ル

十
一

変
更
前
の
来
客
が

駐
車
場
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る

時
間
帯

二
十
四
時
間
ほ
か

十
二

変
更
後
の
来
客
が

駐
車
場
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る

時
間
帯

二
十
四
時
間
ほ
か

十
三

変
更
前
の
駐
車
場

の
自
動
車
の
出
入

口
の
数
及
び
位
置

二
箇
所

隔
地
ほ
か

十
四

変
更
後
の
駐
車
場

二
箇
所

隔
地
ほ
か

の
自
動
車
の
出
入

口
の
数
及
び
位
置

十
五

変
更
日

令
和
二
年
十
一
月
二
十
六
日

十
六

届
出
日

令
和
二
年
三
月
二
十
五
日

十
七

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
八

縦
覧
期
間

令
和
二
年
五
月
十
一
日
か
ら
同
年
九
月

十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
九

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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東
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号
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